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現 行 改正案 

第１条から第６条 （略）  

 

（書面審議） 

第７条 会長は、議案が次に掲げるものである場合は、

書面審議により、議事を決することができる。 

 ⑴ 緊急を要するもの 

 ⑵ 会計その他交通会議の運営に関するもの 

 ⑶ その他会長が軽易であると判断したもの 

２ 前項に規定する方法により交通会議を開催する場

合は、委員の過半数からの回答がなければ、議事は成

立しない。 

３ 前条第３項の規定は、前項の規定について準用す

る。 

 

 

 

第８条から第１４条（略） 

 

 附 則 

この要綱は平成２２年７月２０日から施行する。 

 

 附 則 

この要綱は平成２８年７月１１日から施行する。 

 

 附 則 

この要綱は令和元年１０月２５日から施行する。 

 

第１条から第６条 （現行に同じ。） 

 

（書面審議） 

第７条 会長は、議案が次に掲げるものである場合、

又はやむを得ない事情により会議を開催することが

できないと認める場合には、書面審議により、議事を

決することができる。 

 ⑴ 緊急を要するもの 

 ⑵ 会計その他交通会議の運営に関するもの 

 ⑶ その他会長が軽易であると判断したもの 

２ 前項に規定する方法により交通会議を開催する場

合は、委員の過半数からの回答がなければ、議事は成

立しない。 

３ 前条第３項の規定は、前項の規定について準用す

る。 

 

第８条から第１４条（現行に同じ） 

 

 附 則 

この要綱は平成２２年７月２０日から施行する。 

 

 附 則 

この要綱は平成２８年７月１１日から施行する。 

 

 附 則 

この要綱は令和元年１０月２５日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は令和２年  月  日から施行する。 
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